
この動画では、「性暴力対策アドバイザー派遣事業」の講義を受けるに当たっての確認
事項について説明します。



説明項目は「１．授業の展開例」「２．使用テキスト及び事例選択について」
「３．安全に講義を実施するために」「４．講義実施前後に学校において実施すべき事
項」の４項目です。



（小学校高学年）
「１．授業の展開例」について説明します。

まず、講師の自己紹介を行った後、「受講中に具合が悪くなり、退出したい場合は、教師に
申し出をしてよいこと」や「授業の中で、発表をお願いする場面もあるが、『パス』もあり」等、
授業に当たってのお願いについてお話しします。

次に、授業のねらい、授業で取り扱われる内容の全体像について説明を行い、講義に入り
ます。
講義については、講師からの一方向のみではなく、講師と児童生徒の双方向や
児童生徒間での対話が生まれるよう、質問と挙手やワークを用いてやり取りを行います。
後ほど説明しますが、ワークが安全安心な枠組みの中で進行できるように、児童生徒だけ
でなく先生方にも参加いただきますので、ご協力をお願いいたします。

その後、全体のまとめを行い、質疑応答があれば対応します。
以上が授業全体の流れです。

テキストは配布いたしません。
配布資料は、授業の中で案内がある、「性暴力被害者支援センター・ふくおか」のカードの
１点です。
授業日までに、生活安全課から学校に郵送しますので、授業の際に配布してください。



（小学校高学年）
「２．使用テキストについて」説明します。

事前に配布している「小学校高学年 性暴力対策アドバイザー授業の手引き」を
あわせて御確認ください。

今からお示しするテキストは、県のホームページに手引きとして公表していますが、
無断転載と二次転用禁止となっておりますので、ご注意ください。



テキストについて簡単に説明します。

小学校高学年のテキストのタイトルは「境界線」です。
授業でお話しすることは、おおきくわけて３点で、境界線ってなに？性の境界線、性暴力
にあったとき、です。

まずはじめに、「あなたのからだはあなたのもの」という、授業を進める中での基本の考
えを示します。
その後に「境界線」の概念をイメージしてもらうために動画を視聴します。動画は２種類
のうちのいずれかを選んでの視聴で、時間は約５分です。



動画視聴後に、動画の復習をします。
「境界線」の概念を「境界線は自分を守る、相手を守る透明バリア」と示し、その上でここ
では「からだの境界線」「持ち物の境界線」「きもちや考え方の境界線」について再度説
明します。



「境界線」の復習が終わった後、「どんなときが「境界線」のピンチかな？」というワークを
行います。ワークの展開については、後ほど詳しく説明いたします。

ワークの後、まずは、境界線がピンチのときに、自分を守るための方法としてここでは３
点、「イヤだ」と相手に伝える、その場を離れる、味方になってくれる大人に話してみる、
を権利として提示します。
その後に、相手の境界線を守るためには、相手の「イヤ」を受け入れることが大切だとい
うことを共有します。
続いて、境界線をこえるときは言葉でお互いの気持ちを確かめること、が大切だと伝え
ます。



ここからは、いろいろあった境界線の中でも、特に「性の境界線」についての話を続けて
いきます。

まず「自分だけのだいじなところ・プライベートゾーン」について「体操服で隠れるところ」
と説明します。
その上で、お互いの気持ちを確認せずに、勝手に、相手の「だいじなところ」をみる／さ
わる、自分の「だいじなところ」をみせる／さわらせる、という状況は、「性の境界線」が守
られていない、つまり「性暴力」にあたるということを説明します。

続いて「スカートをめくられたらズボンをぬがされたら、みんなどうする？」という問いか
けで、「性の境界線のピンチのとき」つまり「性暴力」にあったときに、自分を守るための
方法を一緒に考えます。
実施される学年でこの事例が実際に起こっている場合は、「もし着替えているところをの
ぞかれたら、みんなどうする？」など、違う例に差し替えることにしていますので、お申し
出ください。



性暴力にあったとき、に選べることとして、ここでは２点、その場を離れる、味方になって
くれる大人に話していい、と伝えます。特に、味方になってくれる大人に話していい、ひと
りで抱え込まなくていい、ということを伝えます。

味方になってくれる大人に話すことのひとつとして、性暴力被害者支援センター・ふくお
か、を案内します。

それから、今日の授業のまとめを行います。

最後に、改めて「あなたのからだはあなたのもの あなたのこころもあなたのもの」という
大切にしたい基本的な考え方を示し、この授業は終わります。



ここでワーク「どんなときが『境界線』のピンチかな？」の展開について説明をします。

まず、このワークの目的は、自分に境界線があるということを知ること。そして、そのピンチ
に気づくこと。です。
ワークが安全安心な枠組みの中で進行できるように、まずは、先生方に「先生にとって、ど
んなときが『境界線』のピンチですか？」と振ることにしています。先生方は後ほど流す「境
界線ってなに？」の動画の中にある例を参考にしながら、お答えください。注意点について
は、配布しております「性暴力対策アドバイザー派遣事業の実施に当たってのチェックリス
ト」にも記載をしているので、併せて御確認ください。
先生方が答えた境界線のピンチが、いろいろあった境界線の中でどれにあてはまるかや、
ピンチを感じたときにどのような気持ちになるかなどを共有した後に、グループの中で話し
合ってもらい発表を促します。
授業の展開例のところで説明したように、発表は強制ではありません。「パス」もありという
ルールの中で、ワークは進行していきます。
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続いて、プライベートゾーンについて、
一般的には「水着で隠れるところ」とされることが多い中で、このテキストでは「体操服で
隠れるところ」としている理由について説明します。

水着で隠れる部分という説明だと、女性・男性という身体的な性差でだいじなところは違
う、という考え方が基本にあるように捉えられるためです。
からだ、気持ちや考え方、性のことを考えるとき、性差に関わらず、まずは人として対等
であることを示すために、プライベートゾーンは「体操服で隠れるところ」と説明していま
す。



続いて、安全に講義を実施するためにお願いしていることについて説明します。

まず、安全に講義を実施するために、前提として知っておいていただきたい「性暴力」に
ついてお話をします。

性暴力とは「望まない・同意のない性的な行為や発言である。性暴力は、自分の気持ち
が尊重されず、
自分の身体に関することを自分で決める権利が否定される人権侵害で」す。

性暴力の具体的な例は、
・同意のない、体への接触
・同意なく、身体部位または物をもって膣、肛門または口への性的性質の挿入行為を行
うこと
・痴漢、盗撮、着替えやトイレ・入浴をのぞくこと
・性的な画像や写真等を見せる、送りつける及び送るよう要求すること並びにネットに配
信すること
・性的な冗談やからかい、ＡＶへの出演強要、セクシュアル・ハラスメント
・ストーカー行為 です。



具体的な対応について説明します。
実施要項をあわせてごらんください。

事前準備として「保護者向け通知の発出」及び「相談があった場合の個別対応」をお願
いしています。

授業実施前に、保護者向け通知の発出をお願いしています。
実施要項資料２「保護者通知文書の例」を参考に、
講義を実施する趣旨や講義の概要等について、お知らせしてください。
また、児童・生徒に配慮が必要な場合には、学校に相談してもらうようにしてください。
通知の配布の際は、実施要項資料３「受講児童生徒への事前アナウンスの案」を参考
に、アナウンスをしてください。

実際に、児童・生徒や保護者から相談があった場合、また、学校が現時点で被害事実
について把握している場合は、
実施要項資料４「個別対応が必要な児童生徒への対応について」を参考に御対応をお
願いします。



講義実施の際には、児童・生徒の様子を見守り、具合が悪そうな時は声をかけてくださ
い。

講義実施後に、児童・生徒から被害の相談がある場合があります。
先生が被害について聞きすぎないようにして、市町村や県・市町村教育委員会、児童相
談所、
性暴力被害者支援センターふくおか 等につなぐようにしてください。



「４．講義実施前後に学校において実施すべき事項」について説明します。

事前準備についてです。
本オンライン事前説明会で、実施に当たっての留意事項を確認しています。
各学校におかれては、この説明会を受け、後ほど説明するチェックリストの提出をお願いし
ます。
また、「３．安全に講義を実施するために」で説明しているとおり、
受講する児童生徒へのアナウンスや保護者への通知、配慮すべき児童生徒がいる場合
は
その対応をお願いします。

講義実施についてです。
当日は「３．安全に講義を実施するために」で説明しているとおり、
受講中の児童生徒へのフォローをお願いします。
また、実績報告書の提出の際に必要となるため、写真撮影をお願いします。
児童生徒の顔を写す必要はありません。

講義実施後についてです。
速やかに「実績報告書」の作成・提出をお願いします。
また、「３．安全に講義を実施するために」で説明しているとおり、
児童・生徒から相談があった場合の対応をお願いします。



説明は以上です。
ご視聴ありがとうございました。



この動画では、「性暴力対策アドバイザー派遣事業」の講義を受けるに当たっての確認事
項について説明します。



説明項目は「１．授業の展開例」「２．使用テキスト及び事例選択について」
「３．安全に講義を実施するために」「４．講義実施前後に学校において実施すべき事項」
の４項目です。



（中学校）
「１．授業の展開例」について説明します。

まず、講師の自己紹介を行った後、「受講中に具合が悪くなり、退出したい場合は、教師に
申し出をしてよいこと」や「授業の中で、発表をお願いする場面もあるが、『パス』もあり」等、
授業に当たってのお願いについてお話しします。

次に、授業のねらい、授業で取り扱われる内容の全体像について説明を行い、講義に入り
ます。
講義については、講師からの一方向のみではなく、講師と児童生徒の双方向や
児童生徒間での対話が生まれるよう、質問と挙手やワークを用いてやり取りを行います。
後ほど説明しますが、ワークが安全安心な枠組みの中で進行できるように、児童生徒だけ
でなく先生方にも参加いただきますので、ご協力をお願いいたします。

その後、全体のまとめを行い、質疑応答があれば対応します。
以上が授業全体の流れです。

テキストは配布いたしません。
配布資料は、授業の中で案内がある、「性暴力被害者支援センター・ふくおか」のカードの
１点です。
授業日までに、生活安全課から学校に郵送しますので、授業の際に配布してください。



（中学校）
「２．使用テキスト及び事例選択について」説明します。

事前に配布している「中学校 性暴力対策アドバイザー授業の手引き」を
あわせて御確認ください。

今からお示しするテキストは、県のホームページに手引きとして公表していますが、
無断転載と二次転用禁止となっておりますので、ご注意ください。



テキストについて簡単に説明します。

中学校のテキストのタイトルは「性暴力について知る」です。
授業でお話しすることは、おおきくわけて４点で、「境界線」の話、性暴力ってどんなこ
と？、性暴力ってなんで起こるの？、もし性暴力にあったら、です。

まずはじめに、「あなたのからだはあなたのもの」という、授業を進める中での基本の考
えを示します。
その後に「境界線」の概念をイメージしてもらうために動画を視聴します。動画は２種類
のうちのいずれかを選んでの視聴で、時間は約５分です。



動画視聴後に、動画の復習をします。
「境界線」の概念を「境界線は自分を守る、相手を守る透明バリア」と示し、境界線の種
類について説明します。

「境界線」の復習が終わった後、「どんなときが「境界線」のピンチかな？」というワークを
行います。ワークの展開については、後ほど詳しく説明いたします。
ここまでがいろいろな境界線に共通した話で、ここからは、いろいろあった境界線の中で
も、特に「性の境界線」についての話を続けていきます。

まず「プライベートゾーン」について「体操服で隠れるところと口」と説明します。



次のスライドでは、「性の境界線」をこえるときの確認、という説明で「性的同意」につい
て大切なポイントを共有します。
その後に、性暴力の定義を明確に示し、具体的な性暴力の例を、身体に直接さわる性
暴力と、身体に直接触らない性暴力にわけて示します。



性暴力の被害にあうことでの影響について示した後で、性暴力の例として「ネットと性暴
力」の事例をひとつ紹介します。
続いて、性暴力が起こる背景を理解することを目的として作成したストーリー性のある事
例をひとつ紹介します。

「ネットと性暴力のおはなし」は「自撮り」、



「趣味友」「家出」の３つの事例からひとつ、
「性暴力って何で起こるの？」は「先輩」「近所のお兄さん」の２つの事例からひとつを選
択します。
事例を選択する際の留意点については、後ほど説明します。



性暴力が起こる背景である、対等性とジェンダーバイアスの話を、事例を振り返りながら
共有します。

その後、もし性暴力にあったときに選べることとして、ここでは３点、逃げる・距離をとる、
信頼できる大人に相談する、病院などで適切なケアを受ける、ことを伝えます。



先程あげた３点について、具体的な方法を示します。
その後に、性暴力被害者支援センター・ふくおかを案内します。

今日の授業のまとめをした後に、改めて「あなたのからだはあなたのもの あなたのここ
ろもあなたのもの」という大切にしたい基本の考え方を示し、この授業は終わります。



ここでワーク「どんなときが『境界線』のピンチかな？」の展開について説明をします。

まず、このワークの目的は、自分に境界線があるということを知ること。そして、そのピンチ
に気づくこと。です。
ワークが安全安心な枠組みの中で進行できるように、まずは、先生方に「先生にとって、ど
んなときが『境界線』のピンチですか？」と振ることにしています。先生方は後ほど流す「境
界線ってなに？」の動画の中にある例を参考にしながら、お答えください。注意点について
は、配布しております「性暴力対策アドバイザー派遣事業の実施に当たってのチェックリス
ト」にも記載をしているので、併せて御確認ください。
先生方が答えた境界線のピンチが、いろいろあった境界線の中でどれにあてはまるかや、
ピンチを感じたときにどのような気持ちになるかなどを共有した後に、グループの中で話し
合ってもらい発表を促します。
授業の展開例のところで説明したように、発表は強制ではありません。「パス」もありという
ルールの中で、ワークは進行していきます。

28



先程の全体の説明でも触れましたが、「性暴力ってどんなこと？」の事例については３つあ
ります。
推奨は「自撮り」「趣味友」「家出」の順ですが、校内で似た事案が発生している場合は、
異なる事例を選択してください。



続いて「性暴力って何で起こるの？」の事例です。
事例については２つあります。
校内で似た事案が発生している場合は、異なる事例を選択してください。



続いて、プライベートゾーンについて、
一般的には「水着で隠れるところ」とされることが多い中で、このテキストでは「体操服で
隠れるところ」としている理由について説明します。

水着で隠れる部分という説明だと、女性・男性という身体的な性差でだいじなところは違
う、という考え方が基本にあるように捉えられるためです。
からだ、気持ちや考え方、性のことを考えるとき、性差に関わらず、まずは人として対等
であることを示すために、プライベートゾーンは「体操服で隠れるところ」と説明していま
す。



続いて、安全に講義を実施するためにお願いしていることについて説明します。

まず、安全に講義を実施するために、前提として知っておいていただきたい「性暴力」に
ついてお話をします。

性暴力とは「望まない・同意のない性的な行為や発言である。性暴力は、自分の気持ち
が尊重されず、
自分の身体に関することを自分で決める権利が否定される人権侵害で」す。

性暴力の具体的な例は、
・同意のない、体への接触
・同意なく、身体部位または物をもって膣、肛門または口への性的性質の挿入行為を行
うこと
・痴漢、盗撮、着替えやトイレ・入浴をのぞくこと
・性的な画像や写真等を見せる、送りつける及び送るよう要求すること並びにネットに配
信すること
・性的な冗談やからかい、ＡＶへの出演強要、セクシュアル・ハラスメント
・ストーカー行為 です。



具体的な対応について説明します。
実施要項をあわせてごらんください。

事前準備として「保護者向け通知の発出」及び「相談があった場合の個別対応」をお願
いしています。

授業実施前に、保護者向け通知の発出をお願いしています。
実施要項資料２「保護者通知文書の例」を参考に、
講義を実施する趣旨や講義の概要等について、お知らせしてください。
また、児童・生徒に配慮が必要な場合には、学校に相談してもらうようにしてください。
通知の配布の際は、実施要項資料３「受講児童生徒への事前アナウンスの案」を参考
に、アナウンスをしてください。

実際に、児童・生徒や保護者から相談があった場合、また、学校が現時点で被害事実
について把握している場合は、
実施要項資料４「個別対応が必要な児童生徒への対応について」を参考に御対応をお
願いします。



講義実施の際には、児童・生徒の様子を見守り、具合が悪そうな時は声をかけてくださ
い。

講義実施後に、児童・生徒から被害の相談がある場合があります。
先生が被害について聞きすぎないようにして、市町村や県・市町村教育委員会、児童相
談所、
性暴力被害者支援センターふくおか 等につなぐようにしてください。



「４．講義実施前後に学校において実施すべき事項」について説明します。

事前準備についてです。
本オンライン事前説明会で、実施に当たっての留意事項を確認しています。
各学校におかれては、この説明会を受け、後ほど説明するチェックリストの提出をお願いし
ます。
また、「３．安全に講義を実施するために」で説明しているとおり、
受講する児童生徒へのアナウンスや保護者への通知、配慮すべき児童生徒がいる場合
は
その対応をお願いします。

講義実施についてです。
当日は「３．安全に講義を実施するために」で説明しているとおり、
受講中の児童生徒へのフォローをお願いします。
また、実績報告書の提出の際に必要となるため、写真撮影をお願いします。
児童生徒の顔を写す必要はありません。

講義実施後についてです。
速やかに「実績報告書」の作成・提出をお願いします。
また、「３．安全に講義を実施するために」で説明しているとおり、
児童・生徒から相談があった場合の対応をお願いします。



説明は以上です。
ご視聴ありがとうございました。



この動画では、「性暴力対策アドバイザー派遣事業」の講義を受けるに当たっての確認事
項について説明します。



説明項目は「１．授業の展開例」「２．使用テキスト及び事例選択について」
「３．安全に講義を実施するために」「４．講義実施前後に学校において実施すべき事項」
の４項目です。



（高等学校）
「１．授業の展開例」について説明します。

まず、講師の自己紹介を行った後、「受講中に具合が悪くなり、退出したい場合は、教師に
申し出をしてよいこと」等、授業に当たってのお願いについてお話しします。

次に、授業のねらい、授業で取り扱われる内容の全体像について説明を行い、講義に入り
ます。

最後に、全体のまとめを行い、質疑応答があれば対応します。
以上が授業全体の流れです。

配布資料は、事例を除いたテキストと、授業の中で案内がある、「性暴力被害者支援センタ
ー・ふくおか」のカードの２点です。
授業日までに、生活安全課から学校に郵送しますので、授業の際に配布してください。



（高等学校）
「２．使用テキスト及び事例選択について」説明します。

事前に配布している「高等学校 性暴力対策アドバイザー授業の手引き」を
あわせて御確認ください。

今からお示しするテキストは、県のホームページに手引きとして公表していますが、
無断転載と二次転用禁止となっておりますので、ご注意ください。



テキストについて簡単に説明します。

高等学校のテキストのタイトルは「性暴力の実態と社会の取り組み」です。

授業でお話しすることは、おおきくわけて６点で、「境界線」の話、性暴力とは、被害後の
影響、「二次被害」について、もしあなたが性暴力にあったら、もし友だちが性暴力にあ
ったら、です。

まずはじめに、「あなたのからだはあなたのもの あなたのこころもあなたのもの」という、
授業を進める中での基本の考えを示します。

その後に「境界線」の概念を、自分を守る、相手を守る透明バリアと示します。



いろいろな「境界線」があることを説明しながら、「境界線」の大きさや形・強さは人それ
ぞれであることを伝えます。

その後に、自分の「境界線」を守るために選んでいいことをここでは３点、『イヤ』だと相
手に伝える、その場を離れる、信頼できる大人に話してみる、を権利として提示します。
続いて、相手の「境界線」を守るために、相手の「イヤ」を受け入れることが大切だという
ことを共有します。

「性の境界線」をこえるときの確認、という説明で「性的同意」について大切なポイントを
共有します。



その後に、性暴力の定義を明確に示し、具体的な性暴力の例を、身体に直接触る性暴
力と、身体に直接触らない性暴力にわけて示します。



性暴力の認知件数や、被害が身近な関係性の中で起こりやすいという特徴があること
を示しながら、性暴力の当事者や関係者になり得るという現状について共有します。

その後に、被害後の影響について理解することを目的として作成したストーリー性のあ
る事例を紹介します。

「アルバイト先での出来事」、



「電車の中の出来事」の２つの事例からひとつを選択します。
事例を選択する際の留意点については、後ほど説明します。
事例を振り返りながら、被害後の影響として様々な反応が生じることについて共有しま
す。

その後、「二次被害」という、被害にあった後に、周囲やマスコミからの無理解や心ない
言動、被害のことを繰り返し話さなければいけないなど、更に傷つく場面があることを説
明した上で、



その「二次被害」を防ぐためにも、性暴力について正しい知識を持つことが必要であるこ
とを示します。具体的な正しい知識をいくつか例示し、正しい情報につながっていく重要
性を共有します。

その後、もし性暴力にあったときに選べることとしてここでは３点、逃げる・距離をとる、大
人に相談する、病院・警察ができること、を伝えます。



先程あげた３点について、それぞれ具体的な方法や内容を示します。

大人に相談する方法のひとつとして、性暴力被害者支援センター・ふくおかを案内しま
す。

病院ができることとして、からだのケアでは性感染症の検査や緊急避妊ピルがあること
についても触れます。



警察ができることのところで、＃８１０３（ハートさん）という性犯罪被害相談窓口が設置さ
れていることも教示します。

友だちから相談をうけたとき、できることとして、相手のタイミングやペースを守る、という
ポイントを示しながら、ひとりで抱え込まないでいいこと、相談につながってほしいことを
伝えます。

最後、改めて「あなたのからだはあなたのもの あなたのこころもあなたのもの」という大
切にしたい基本の考え方を示し、この授業は終わります。



先程の全体の説明でも触れましたが、
事例については２つあります。
校内で似た事案が発生している場合は、異なる事例を選択してください。



続いて、プライベートゾーンについて、
一般的には「水着で隠れるところ」とされることが多い中で、このテキストでは「体操服で
隠れるところ」としている理由について説明します。

水着で隠れる部分という説明だと、女性・男性という身体的な性差でだいじなところは違
う、という考え方が基本にあるように捉えられるためです。
からだ、気持ちや考え方、性のことを考えるとき、性差に関わらず、まずは人として対等
であることを示すために、プライベートゾーンは「体操服で隠れるところ」と説明していま
す。



続いて、安全に講義を実施するためにお願いしていることについて説明します。

まず、安全に講義を実施するために、前提として知っておいていただきたい「性暴力」に
ついてお話をします。

性暴力とは「望まない・同意のない性的な行為や発言である。性暴力は、自分の気持ち
が尊重されず、
自分の身体に関することを自分で決める権利が否定される人権侵害で」す。

性暴力の具体的な例は、
・同意のない、体への接触
・同意なく、身体部位または物をもって膣、肛門または口への性的性質の挿入行為を行
うこと
・痴漢、盗撮、着替えやトイレ・入浴をのぞくこと
・性的な画像や写真等を見せる、送りつける及び送るよう要求すること並びにネットに配
信すること
・性的な冗談やからかい、ＡＶへの出演強要、セクシュアル・ハラスメント
・ストーカー行為 です。



具体的な対応について説明します。
実施要項をあわせてごらんください。

事前準備として「保護者向け通知の発出」及び「相談があった場合の個別対応」をお願
いしています。

授業実施前に、保護者向け通知の発出をお願いしています。
実施要項資料２「保護者通知文書の例」を参考に、
講義を実施する趣旨や講義の概要等について、お知らせしてください。
また、児童・生徒に配慮が必要な場合には、学校に相談してもらうようにしてください。
通知の配布の際は、実施要項資料３「受講児童生徒への事前アナウンスの案」を参考
に、アナウンスをしてください。

実際に、児童・生徒や保護者から相談があった場合、また、学校が現時点で被害事実
について把握している場合は、
実施要項資料４「個別対応が必要な児童生徒への対応について」を参考に御対応をお
願いします。



講義実施の際には、児童・生徒の様子を見守り、具合が悪そうな時は声をかけてくださ
い。

講義実施後に、児童・生徒から被害の相談がある場合があります。
先生が被害について聞きすぎないようにして、市町村や県・市町村教育委員会、児童相
談所、
性暴力被害者支援センターふくおか 等につなぐようにしてください。



「４．講義実施前後に学校において実施すべき事項」について説明します。

事前準備についてです。
本オンライン事前説明会で、実施に当たっての留意事項を確認しています。
各学校におかれては、この説明会を受け、後ほど説明するチェックリストの提出をお願いし
ます。
また、「３．安全に講義を実施するために」で説明しているとおり、
受講する児童生徒へのアナウンスや保護者への通知、配慮すべき児童生徒がいる場合
は
その対応をお願いします。

講義実施についてです。
当日は「３．安全に講義を実施するために」で説明しているとおり、
受講中の児童生徒へのフォローをお願いします。
また、実績報告書の提出の際に必要となるため、写真撮影をお願いします。
児童生徒の顔を写す必要はありません。

講義実施後についてです。
速やかに「実績報告書」の作成・提出をお願いします。
また、「３．安全に講義を実施するために」で説明しているとおり、
児童・生徒から相談があった場合の対応をお願いします。



説明は以上です。
ご視聴ありがとうございました。


